
                              

   三浦市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び     

   基準に関する条例の一部を改正する条例  

 三浦市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例（昭和 42年三浦市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 第５条第２項中第１号 を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り上げる。  

 第 12条の２第２項中「週休日又は休日以外の日の午前零時から午前５時ま

での間」を「午後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日又は休日に含ま

れる時間を除く。）」に改める。  

 第 18条第２項中「（配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加える。  

 第 19条第２項中「、第５条の３」及び「若しくは第２項」を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 19条第２項の

改正規定（「若しくは第２項」を削る部分に限る。）は、公布の日から施

行する。  

 （令和８年３月 31日までの間における扶養手当に関する経過措置）  

２  令和８年３月 31日までの間における改正後の第５条第２項の規定の適用

については、同項中「（５）  心身に著しい障害がある者」とあるのは、  

                             とする。  

 （三浦市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

３  三浦市水道事業及び公共下水道事業企業職員 の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例（令和４年三浦市条例第 25号）の一部を次

のように改正する。  

  附則第２項中「、第５条 の３」を削る。  

 

（５） 心身に著しい障害がある者 
（６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

「  
」  

【令和７年３月24日公布 令和７年三浦市条例第13号】 


